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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおけるログされた測定を報
告する方法及び装置を提供する。
【解決手段】端末がＭＤＴ設定を受信し、端末がＭＤＴ
設定に基づいて測定をログし、ログされた測定を収集す
る。端末が基地局からログされた測定を要求する情報要
求を受信し、基地局に情報応答を送信する。情報応答は
、ログされた測定の一部及び可用指示子を含み、可用指
示子は、情報応答にログされた測定のすべてのエントリ
が含まれないことを指示する。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるログされた測定を報告する方法において、
　端末が走行試験最小化（ＭＤＴ）設定を受信し、
　前記端末が前記ＭＤＴ設定に基づいて測定をログして、ログされた測定を収集し、
　前記端末が基地局から前記ログされた測定を要求する情報要求を受信し、
　前記端末が前記基地局に情報応答を送信することを有し、
　前記情報応答は、ログされた測定の一部及び可用指示子を含み、前記可用指示子は、前
記情報応答に前記ログされた測定のすべてのエントリが含まれないことを指示する、方法
。
【請求項２】
　前記ログされた測定は、複数のログエントリを含み、各ログエントリは、少なくとも一
つのサービス提供セルの測定結果及び時間情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記情報応答は、前記ログされた測定のうち、最初にログされたエントリから始まる一
つ又はそれ以上のログされたエントリを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ログされた測定のすべてのエントリが前記情報応答に含まれる場合、前記可用指示
子は、前記情報応答に含まれない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末が前記基地局にログ指示子を送信することを更に含み、前記ログ指示子は、前
記ログされた測定の可用性を指示する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定は、無線リソース制御（ＲＲＣ）アイドルモードでログされ、前記ログ指示子
は、前記ＲＲＣアイドルモードからＲＲＣ接続モードに遷移して送信される、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ＭＤＴ設定を受信して有効性タイマを開始することを更に含み、前記測定は、前記
有効性タイマが動作中にログされる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＭＤＴ設定は、前記有効性タイマの値と前記ログされた測定結果の周期を指示する
ログ間隔とを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記有効性タイマが満了したとき、前記測定のログを中断し、前記ログされた測定を維
持することを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおけるログされた測定を報告する装置において、
無線信号を送受信する無線周波（ＲＦ）部と、
前記ＲＦ部と接続されるプロセッサとを備え、
　前記プロセッサは、
　走行試験最小化（ＭＤＴ）設定を受信し、
　前記ＭＤＴ設定に基づいて測定をログして、ログされた測定を収集し、
　基地局から前記ログされた測定を要求する情報要求を受信し、
　前記基地局に情報応答を送信し、
　前記情報応答は、ログされた測定の一部及び可用指示子を含み、前記可用指示子は、前
記情報応答に前記ログされた測定のすべてのエントリが含まれないことを指示する、装置
。
【請求項１１】
　前記ログされた測定は、複数のログエントリを含み、各ログエントリは、少なくとも一
つのサービス提供セルの測定結果及び時間情報を含む、請求項１０に記載の装置。
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【請求項１２】
　前記情報応答は、前記ログされた測定のうち、最初にログされたエントリから始まる一
つ又はそれ以上のログされたエントリを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ログされた測定のすべてのエントリが前記情報応答に含まれる場合、前記可用指示
子は、前記情報応答に含まれない、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、前記基地局にログ指示子を送信し、前記ログ指示子は、前記ログさ
れた測定の可用性を指示する、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記ＭＤＴ設定を受信して有効性タイマを開始し、前記測定は、前
記有効性タイマが動作中にログされる、請求項１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるログされた測定
を報告する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　はん用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の改良版である第三世代パートナシッププロジ
ェクト（３ＧＰＰ）長期進化システム（ＬＴＥ）は、３ＧＰＰリリース８で紹介されてい
る。３ＧＰＰ ＬＴＥは、ダウンリンクで直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を使用
し、アップリンクで単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用する。最大
４個のアンテナを有する多入力多出力システム（ＭＩＭＯ）を採用する。最近、３ＧＰＰ
 ＬＴＥの進化形である３ＧＰＰ高度ＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）に関する議論が進行中である
。
【０００３】
　走行試験最小化（ Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｔｅｓｔｓ、ＭＤ
Ｔ)は、カバレッジ最適化のために、事業者が自動車の代わりに端末を用いてテストする
ことを意味する。カバレッジは、基地局の位置、周辺建物の配置、及びユーザの利用環境
によって変わる。したがって、事業者は、周期的に走行試験をすることが必要であり、多
くの費用とリソースが消費される。ＭＤＴは、事業者が端末を用いてカバレッジを測定す
ることである。
【０００４】
　ＭＤＴは、ログされたＭＤＴと即時(Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ)ＭＤＴに分けられる。ログさ
れたＭＤＴによると、端末は、ＭＤＴ測定を実行した後、ログされた測定を特定時点にネ
ットワークに伝達する。即時ＭＤＴによると、端末は、ＭＤＴ測定を実行した後、報告条
件が満たされるとき、測定をネットワークに伝達する。ログされたＭＤＴは、無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）アイドルモードでＭＤＴ測定を実行するが、即時ＭＤＴは、ＲＲＣ接続
モードでＭＤＴ測定を実行する。
【０００５】
　基地局が端末にログされた測定の報告を要求すると、端末は一つの報告メッセージを送
信することが一般的である。しかし、一回に送ることができるメッセージの最大サイズは
決められている。例えば、パケットデータ融合プロトコル（ＰＤＣＰ）サービスデータユ
ニット（ＳＤＵ）の最大サイズは８１８８バイトである。
【０００６】
　ログされた測定のサイズが一つのメッセージサイズを超過する場合、どのような方法で
扱うかについては未だ提案されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明は、無線通信システムにおいて選択的にログされた測定を報告する方法及び装置
を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様において、無線通信システムにおけるログされた測定を報告する方法が提供され
る。方法は、端末がＭＤＴ設定を受信し、端末がＭＤＴ設定に基づいて測定をログして、
ログされた測定を収集し、端末が基地局からログされた測定を要求する情報要求を受信し
、端末が基地局に情報応答を送信することを含む。情報応答は、ログされた測定の一部及
び可用指示子を含み、可用指示子は、情報応答にログされた測定のすべてのエントリが含
まれないことを指示する。
【０００９】
　ログされた測定は、複数のログエントリを含み、各ログエントリは、少なくとも一つの
サービス提供セルの測定結果及び時間情報を含む。
【００１０】
　情報応答は、ログされた測定で最初にログされたエントリから一つ又はそれ以上のログ
されたエントリを含む。
【００１１】
　方法は、端末が基地局にログ指示子を送信することを更に含み、ログ指示子は、ログさ
れた測定の可用性を指示する。
【００１２】
　他の態様において、無線通信システムにおけるログされた測定を報告する装置が提供さ
れる。装置は、無線信号を送受信する無線周波（ＲＦ）部及びＲＦ部と接続されるプロセ
ッサを含み、プロセッサは、ＭＤＴ設定を受信し、ＭＤＴ設定に基づいて測定をログして
、ログされた測定を収集し、基地局からログされた測定を要求する情報要求を受信し、基
地局に情報応答を送信する。情報応答は、ログされた測定の一部及び可用指示子を含み、
可用指示子は、情報応答にログされた測定のすべてのエントリが含まれないことを指示す
る。
【発明の効果】
【００１３】
　ログされた測定のサイズが大きくなっても、端末がすべてのログされた測定を基地局に
送ることができる。ログされた測定を介して、事業者は、所望の無線環境に関する情報を
獲得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明が適用される無線通信システムを示す図である。
【図２】ユーザ平面に関する無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【図３】制御平面に関する無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【図４】端末の測定方法を示すフローチャートである。
【図５】ＲＲＣ接続を確立する過程を示すフローチャートである。
【図６】ＲＲＣ接続再設定過程を示すフローチャートである。
【図７】端末情報を報告する過程を示すフローチャートである。
【図８】ＭＤＴを実行する過程を示す図である。
【図９】本発明の一実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャー
トである。
【図１２】本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャー
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トである。
【図１３】本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、本発明が適用される無線通信システムを示す。これは進化ＵＭＴＳ地上無線接
続ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）又はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムと呼ばれることもあ
る。
【００１６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端末（ユーザ装置、ＵＥ）１０に制御平面及びユーザ平面を提供す
る基地局（ＢＳ）２０を含む。端末１０は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく
、移動機（ＭＳ）、ユーザ端末（ＵＴ）、加入者局（ＳＳ）、移動端末（ＭＴ）、無線機
器等、他の用語で呼ばれることもある。基地局２０は、端末１０と通信する固定局を意味
し、進化ノードＢ（ｅＮＢ）、基地局送受信システム（ＢＴＳ）、アクセスポイント等、
他の用語で呼ばれることもある。
【００１７】
　基地局２０は、Ｘ２インタフェースを介して互いに接続されることができる。基地局２
０は、Ｓ１インタフェースを介して進化パケットコア（ＥＰＣ）３０、より詳しくは、Ｓ
１－ＭＭＥを介して移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）及びＳ１－Ｕを介してサービス提
供ゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）と接続される。
【００１８】
　ＥＰＣ３０は、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ、及びパケットデータネットワークゲートウェイ（Ｐ
－ＧＷ）で構成される。ＭＭＥは、端末の接続情報や端末の能力に関する情報を有してお
り、このような情報は、端末の移動性管理に主に使われる。Ｓ－ＧＷは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
を終端点として有するゲートウェイであり、Ｐ－ＧＷは、ＰＤＮを終端点として有するゲ
ートウェイである。
【００１９】
　端末とネットワークとの間の無線インタフェースプロトコルの階層は、通信システムで
広く知られた開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）参照モデルの下位３階層に基づき、Ｌ
１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に区分することができ、このうち
、第１階層に属する物理階層は、物理チャネルを用いた情報転送サービスを提供し、第３
階層に位置するＲＲＣ階層は、端末とネットワークとの間の無線リソースを制御する役割
を遂行する。このために、ＲＲＣ階層は、端末と基地局との間でＲＲＣメッセージを交換
する。
【００２０】
　図２は、ユーザ平面に関する無線プロトコル構造を示すブロック図である。図３は、制
御平面に関する無線プロトコル構造を示すブロック図である。ユーザ平面は、ユーザデー
タ送信のためのプロトコルスタックであり、制御平面は、制御信号送信のためのプロトコ
ルスタックである。
【００２１】
　図２及び図３を参照すると、物理階層（ＰＨＹ）は、物理チャネルを用いて上位階層に
情報転送サービスを提供する。物理階層は、上位階層である媒体接続制御（ＭＡＣ）階層
とはトランスポートチャネルを介して接続されている。トランスポートチャネルを介して
ＭＡＣ階層と物理階層との間でデータが移動する。トランスポートチャネルは、無線イン
タフェースを介して、データがどのように、どのような特性で送信されるかによって分類
される。
【００２２】
　互いに異なる物理階層間、すなわち、送信器の物理階層と受信器の物理階層との間は、
物理チャネルを介してデータが移動する。物理チャネルは、直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）方式で変調することができ、時間及び周波数を無線リソースとして活用する。
【００２３】



(6) JP 2013-535927 A 2013.9.12

10

20

30

40

50

　ＭＡＣ階層の機能は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング及び
論理チャネルに属するＭＡＣ ＳＤＵのトランスポートチャネル上に物理チャネルに提供
されるトランスポートブロックへの多重化／逆多重化を含む。ＭＡＣ階層は、論理チャネ
ルを介して無線リンク制御（ＲＬＣ）階層にサービスを提供する。
【００２４】
　ＲＬＣ階層の機能は、ＲＬＣ ＳＤＵの結合(ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ)、分割(ｓｅ
ｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ)、及び再結合(ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ)を含む。無線ベアラ（ＲＢ
）が要求する多様なサービス品質（ＱｏＳ）を保証するために、ＲＬＣ階層は、透過モー
ド（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ Ｍｏｄｅ、ＴＭ）、非確認モード（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅｄ Ｍｏｄｅ、ＵＭ）、及び確認モード（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ Ｍｏｄｅ、Ａ
Ｍ）の三つの動作モードを提供する。ＡＭ ＲＬＣは、自動再送要求（ＡＲＱ）を介して
エラー訂正を提供する。
【００２５】
　ユーザ平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッダ圧縮、及び暗号化
を含む。ユーザ平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、制御平面データの伝達及び暗号化／完全
性保護を含む。
【００２６】
　ＲＲＣ階層は、制御平面でだけ定義される。ＲＲＣ階層は、無線ベアラの設定（ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、再設定（ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、及び解放（ｒ
ｅｌｅａｓｅ）と関連し、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの
制御を担当する。ＲＢは、端末とネットワークとの間のデータ伝達のために、第１階層（
ＰＨＹ階層）及び第２階層（ＭＡＣ階層、ＲＬＣ階層、ＰＤＣＰ階層）によって提供され
る論理的経路を意味する。
【００２７】
　ＲＢが設定されるということは、特定サービスを提供するために、無線プロトコル階層
及びチャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定する過
程を意味する。また、ＲＢは、信号通知ＲＢ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ ＲＢ、ＳＲＢ）とデ
ータＲＢ（ＤＲＢ）との二つに分けることができる。ＳＲＢは、制御平面でＲＲＣメッセ
ージを送信する通路として使われ、ＤＲＢは、ユーザ平面でユーザデータを送信する通路
として使われる。
【００２８】
　端末のＲＲＣ階層とＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層との間にＲＲＣ接続が確立されると、
端末は、ＲＲＣ接続状態（又は、ＲＲＣ接続モードという）にあり、そうでない場合、Ｒ
ＲＣアイドル（ＲＲＣ ｉｄｌｅ）状態（又は、ＲＲＣアイドルモードという）にある。
【００２９】
　ネットワークから端末にデータを送信するダウンリンクトランスポートチャネルには、
システム情報を送信する同報チャネル（ＢＣＨ）とユーザ情報又は制御メッセージを送信
するダウンリンク共有チャネル（ＳＣＨ）がある。ダウンリンクマルチキャスト若しくは
同報トサービスの情報又は制御メッセージの場合、ダウンリンクＳＣＨを介して送信する
こともでき、又は別のダウンリンクマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）を介して送信する
こともできる。一方、端末からネットワークにデータを送信するアップリンクトランスポ
ートチャネルには、初期制御メッセージを送信するランダム接続チャネル（ＲＡＣＨ）と
、ユーザ情報又は制御メッセージを送信するアップリンクＳＣＨとがある。
【００３０】
　トランスポートチャネルの上位にあり、トランスポートチャネルにマッピングされる論
理チャネルには、同報制御チャネル（ＢＣＣＨ）、呼出し制御チャネル（ＰＣＣＨ）、共
通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、マルチキャス
ト情報チャネル（ＭＴＣＨ）などがある。
【００３１】
　物理チャネルは、時間領域の複数個のＯＦＤＭシンボル及び周波数領域の複数個の副搬
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送波で構成される。一つのサブフレームは、時間領域の複数のＯＦＤＭシンボルで構成さ
れる。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のＯＦＤＭシンボル及び複数
の副搬送波で構成される。また、各サブフレームは、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）、すなわち、Ｌ１/Ｌ２制御チャネルのために、該当サブフレームの特定ＯＦ
ＤＭシンボル（例えば、１番目のＯＦＤＭシンボル）の特定副搬送波を用いることができ
る。送信時間間隔（ＴＴＩ）は、サブフレーム送信の単位時間である。
【００３２】
　以下、端末のＲＲＣ状態及びＲＲＣ接続方法について詳述する。
【００３３】
　ＲＲＣ状態とは、端末のＲＲＣ階層がＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣ階層と論理接続されてい
るかどうかを意味し、接続されている場合はＲＲＣ接続状態といい、接続されていない場
合はＲＲＣアイドル状態という。ＲＲＣ接続状態の端末は、ＲＲＣ接続が存在するため、
Ｅ－ＵＴＲＡＮは、該当端末の存在をセル単位に把握することができ、したがって、端末
を効果的に制御することができる。一方、ＲＲＣアイドル状態の端末は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
が把握することはできず、セルより大きい地域単位であるトラッキングエリア単位にコア
ネットワーク（ＣＮ）が管理する。すなわち、ＲＲＣアイドル状態の端末は、大きい地域
単位では存在可否だけが把握され、音声又はデータのような通常の移動体通信サービスを
受けるためにはＲＲＣ接続状態に遷移しなければならない。
【００３４】
　ユーザが端末の電源を最初にオンしたとき、端末は、まず、適切なセルを探索した後、
該当セルでＲＲＣアイドル状態にある。ＲＲＣアイドル状態の端末は、ＲＲＣ接続を確立
する必要があるときになって始めてＲＲＣ接続過程を介してＥ－ＵＴＲＡＮとＲＲＣ接続
を確立し、ＲＲＣ接続状態に遷移する。ＲＲＣアイドル状態にあった端末がＲＲＣ接続を
確立する必要がある場合は多様であり、例えば、ユーザの通話試みなどの理由でアップリ
ンクデータ送信が必要な場合、又はＥ－ＵＴＲＡＮから呼出しメッセージを受信した場合
、これに対する応答メッセージ送信などを上げることができる。
【００３５】
　ＲＲＣ階層の上位に位置する非接続層（ＮＡＳ）は、セッション管理及び移動性管理な
どの機能を遂行する。
【００３６】
　ＮＡＳ階層で端末の移動性を管理するために、ＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ（ＥＰＳ
 Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ）及びＥＭＭ－ＤＥＲ
ＥＧＩＳＴＥＲＥＤの二つの状態が定義されており、この二つの状態は、端末及びＭＭＥ
に適用される。初期端末はＥＭＭ－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態であり、この端末がネ
ットワークに接続するために初期接続（Ｉｎｉｔｉａｌ Ａｔｔａｃｈ）手順を介して該
当ネットワークに登録する過程を実行する。接続（Ａｔｔａｃｈ）手順が成功裏に遂行さ
れると、端末及びＭＭＥはＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ状態となる。
【００３７】
　端末とＥＰＣとの間の信号通知接続を管理するために、ＥＣＭ（ＥＰＳ Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）－ＩＤＬＥ状態及びＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態
の二つの状態が定義されており、この二つの状態は、端末及びＭＭＥに適用される。ＥＣ
Ｍ－ＩＤＬＥ状態の端末がＥ－ＵＴＲＡＮとＲＲＣ接続を確立すると、該当端末はＥＣＭ
－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態となる。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態にあるＭＭＥは、Ｅ－ＵＴＲＡ
ＮとＳ１接続を確立すると、ＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態となる。端末がＥＣＭ－Ｉ
ＤＬＥ状態にあるとき、Ｅ－ＵＴＲＡＮは端末のコンテキスト情報を有していない。した
がって、ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態の端末は、ネットワークの命令を受ける必要無しにセル選
択又はセル再選択のような端末ベースの移動性関連手順を実行する。一方、端末がＥＣＭ
－ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるとき、端末の移動性はネットワークの命令によって管理
される。ＥＣＭ－ＩＤＬＥ状態で端末の位置がネットワークの知っている位置と変わる場
合、端末は、トラッキングエリア更新手順を介してネットワークに端末の該当位置を知ら
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せる。
【００３８】
　以下、システム情報に関する説明である。
【００３９】
　システム情報は、端末が基地局に接続するために知らなければならない必須情報を含む
。したがって、端末は、基地局に接続する前にシステム情報を全部受信しなければならず
、また、常に最新のシステム情報を有していなければならない。また、システム情報は、
一セル内のすべての端末が知らなければならない情報であるため、基地局は、周期的にシ
ステム情報を送信する。
【００４０】
　３ＧＰＰ ＴＳ ３６.３３１ Ｖ８.７.０(２００９－０９)“Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ(ＲＲＣ)；Ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ(Ｒｅｌ
ｅａｓｅ８)”の５.２.２節によると、システム情報は、主情報ブロック（ＭＩＢ）、ス
ケジュールブロック（ＳＢ）、システム情報ブロック（ＳＩＢ）に分けられる。ＭＩＢは
、端末が該当セルの物理的構成、例えば、帯域幅などを知ることができるようにする。Ｓ
Ｂは、ＳＩＢの送信情報、例えば、送信周期などを知らせる。ＳＩＢは、互いに関連のあ
るシステム情報の集合体である。例えば、一つのＳＩＢは、周辺のセルの情報だけを含み
、他のＳＩＢは、端末が使用するアップリンク無線チャネルの情報だけを含む。
【００４１】
　一般的に、ネットワークが端末に提供するサービスは、下記のように三つのタイプに区
分することができる。また、どのようなサービスの提供を受けることができるかによって
、端末はセルのタイプも異なると認識する。以下、サービスタイプを記述した後、セルの
タイプを記述する。
【００４２】
　１)限定サービス：このサービスは、緊急呼及び地震津波警報システム（ＥＴＷＳ）を
提供し、受容可能セルにおいて提供することができる。
【００４３】
　２)正規サービス：このサービスは、一般的用途の公衆（ｐｕｂｌｉｃ ｕｓｅ）サービ
スを意味し、適正セル又は正規セルにおいて提供することができる。
【００４４】
　３)事業者サービス：このサービスは、通信網事業者のためのサービスを意味し、この
セルは、通信網事業者だけ使用することができ、一般ユーザは使用することができない。
【００４５】
　セルが提供するサービスタイプと関連し、セルのタイプは、下記のように区分すること
ができる。
【００４６】
　１)受容可能セル：端末が限定サービスの提供を受けることができるセル。このセルは
、該当端末の観点で除外（ｂａｒｒｅｄ）されておらず、端末のセル選択基準を満たすセ
ルである。
【００４７】
　２)適正セル：端末が正規サービスの提供を受けることができるセル。このセルは、受
容可能セルの条件を満たし、同時に追加条件を満たす。追加的な条件は、このセルが該当
端末の接続することができる公衆地上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）所属でなければな
らず、端末のトラッキングエリア(Ｔｒａｃｋｉｎｇ Ａｒｅａ)更新手順の実行が除外さ
れないセルでなければならない。該当セルがＣＳＧセルである場合、端末がこのセルにＣ
ＳＧメンバーとして接続が可能なセルでなければならない。
【００４８】
　３)除外されたセル：セルがシステム情報を介して除外されたセルであるという情報を
同報するセルである。
【００４９】
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　４)予約されたセル：セルがシステム情報を介して予約されたセルであるという情報を
同報するセルである。
【００５０】
　以下、測定及び測定報告について記述する。
【００５１】
　移動通信システムにおいて、端末の移動性サポートは、必須である。したがって、端末
は、現在サービスを提供するサービス提供セル（ｓｅｒｖｉｎｇ ｃｅｌｌ）に関する品
質及び隣接セルに関する品質を持続的に測定する。端末は、測定結果を適切な時間にネッ
トワークに報告し、ネットワークは、ハンドオーバなどを介して端末に最適の移動性を提
供する。
【００５２】
　端末は、移動性サポートの目的以外に事業者のネットワーク運営に有用な情報を提供す
るために、ネットワークが設定する特定の目的の測定を実行し、その測定結果をネットワ
ークに報告することができる。例えば、端末がネットワークの定めた特定セルの同報情報
を受信する。端末は、特定セルのセル識別子（これを大域（Ｇｌｏｂａｌ）セル識別子と
もいう）、特定セルが属する位置識別情報（例えば、Ｔｒａｃｋｉｎｇ Ａｒｅａ Ｃｏｄ
ｅ）及び/又はその他のセル情報（例えば、閉域加入者グループ（ＣＳＧ）セルのメンバ
ー可否）をサービス提供セルに報告することができる。
【００５３】
　移動中の端末は、特定地域の品質が相当悪いということを、測定を介して確認した場合
、品質が悪いセルに関する位置情報及び測定結果をネットワークに報告することができる
。ネットワークは、ネックワークの運営に有用な端末の測定結果の報告に基づいてネット
ワークの最適化を図ることができる。
【００５４】
　周波数再使用係数が１である移動通信システムでは、移動性は一般に、同一の周波数バ
ンドにある互いに異なるセル間でサポートされる。したがって、端末の移動性を適切に保
証するためには、端末は、サービス提供セルの中心周波数と同一の中心周波数を有する隣
接セルの品質及びセル情報を適切に測定可能でなければならない。このようにサービス提
供セルの中心周波数と同一の中心周波数を有するセルに関する測定を周波数内測定（ｉｎ
ｔｒａ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）と呼ぶ。端末は、周波数内測定
を実行して測定結果をネットワークに適切な時間に報告し、該当する測定結果の目的が達
成されるようにする。
【００５５】
　移動通信事業者は、複数の周波数バンドを使用してネットワークを運用することもでき
る。複数の周波数バンドを介して通信システムのサービスが提供される場合、端末に最適
の移動性を保証するためには、端末は、サービス提供セルの中心周波数と異なる中心周波
数を有する隣接セルの品質及びセル情報を適切に測定できなければならない。このように
、サービス提供セルの中心周波数と異なる中心周波数を有するセルに関する測定を周波数
間測定（ｉｎｔｅｒ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）と呼ぶ。端末は、
周波数間測定を実行し、測定結果をネットワークに適切な時間に報告することができなけ
ればならない。
【００５６】
　端末が異種（ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ）ネットワークに関する測定をサポートする
場合、基地局設定によって異種ネックワークのセルに関する測定をすることもできる。こ
のような、異種ネットワークに関する測定を無線接続技術間（ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ（Ｒａ
ｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ））測定という。例えば、ＲＡＴは、３ＧＰ
Ｐ標準規格に従うＵＴＲＡＮ及びＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ（登録商標） ＥＤＧＥ Ｒａｄｉｏ
 Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）を含むことができ、３ＧＰＰ２標準規格に従うＣＤＭＡ
２０００システムも含むことができる。
【００５７】
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　以下、３ＧＰＰ ＴＳ ３６.３０４ Ｖ８.８.０(２００９－１２)“Ｕｓｅｒ Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ(ＵＥ) ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ ｉｎ ｉｄｌｅ ｍｏｄｅ (Ｒｅｌｅａｓｅ８)
”を参照し、端末がセルを選択する手順について詳細に説明する。
【００５８】
　端末がセル選択過程を介してあるセルを選択した以後、端末の移動性又は無線環境の変
化などによって端末と基地局との間の信号の強度や品質が変わることがある。したがって
、選択したセルの品質が低下した場合、端末は、より良い品質を提供する他のセルを選択
することができる。このようにセルを再選択する場合、一般的に現在選択されたセルより
良い信号品質を提供するセルを選択する。このような過程をセル再選択という。セル再選
択過程は、無線信号の品質観点で、一般的に端末に最も良い品質を提供するセルを選択す
ることを基本的な目的とする。
【００５９】
　無線信号の品質観点以外に、ネットワークは、周波数別に優先順位を決定して端末に知
らせることができる。このような優先順位を受信した端末は、セル再選択過程で、この優
先順位を無線信号品質基準より優先的に考慮する。
【００６０】
　上記のように無線環境の信号特性によってセルを選択又は再選択する方法があり、セル
再選択において、再選択のためのセルを選択するとき、セルのＲＡＴ及び周波数特性に応
じて下記のようなセル再選択方法がある。
【００６１】
　－周波数内セル再選択：端末が在圏（ｃａｍｐ）中であるセルと同一のＲＡＴと同一の
中心周波数を有するセルを再選択
【００６２】
　－周波数間セル再選択：端末が在圏中であるセルと同一のＲＡＴと異なる中心周波数を
有するセルを再選択
【００６３】
　－ＲＡＴ間セル再選択：端末が在圏中であるＲＡＴと異なるＲＡＴを使用するセルを再
選択
【００６４】
　セル再選択過程は、以下の通りである。
【００６５】
　第１に、端末は、セル再選択のためのパラメータを基地局から受信する。
【００６６】
　第２に、端末は、セル再選択のためにサービス提供セル及び隣接セルの品質を測定する
。
【００６７】
　第３に、セル再選択は、セル再選択基準に基づいて実行される。セル再選択基準は、サ
ービス提供セル及び隣接セル測定に関連して以下のような特性を有している。
【００６８】
　周波数内セル再選択は、基本的にランキングに基づく。ランキングとは、セル再選択評
価のための基準値を規定し、この基準値を用いてセルを基準値の大きさ順に順序を定める
作業である。最も良い基準を有するセルをｂｅｓｔ ｒａｎｋｅｄ ｃｅｌｌと呼ぶ。セル
基準値は、端末が該当セルについて測定した値に基づき、必要によって周波数オフセット
又はセルオフセットを適用した値である。
【００６９】
　周波数間セル再選択は、ネットワークにより提供された周波数優先順位に基づく。端末
は、最も高い周波数優先順位を有する周波数に在圏する（ｃａｍｐ ｏｎ）ように試みる
。ネットワークは。同報信号通知（ｂｒｏａｄｃａｓｔ ｓｉｇｎｌｉｎｇ）を介してセ
ル内の端末が共通的に適用したり、又は周波数優先順位を提供したり、又は端末別信号通
知（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を介して端末別に各々周波数別優先順位
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を提供したりすることができる。
【００７０】
　周波数間セル再選択のために、ネットワークは、端末にセル再選択に使われるパラメー
タ（例えば、周波数別オフセット）を周波数別に提供することができる。
【００７１】
　周波数内セル再選択又は周波数間セル再選択のために、ネットワークは、端末にセル再
選択に使われる隣接セルリスト（ＮＣＬ）を端末に提供することができる。このＮＣＬは
、セル再選択に使われるセル別パラメータ（例えば、セル別オフセット（ｃｅｌｌ－ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ ｏｆｆｓｅｔ））を含む。
【００７２】
　周波数内又は周波数間セル再選択のために、ネットワークは、端末にセル再選択に使わ
れるセル再選択禁止リスト（ｂｌａｃｋ ｌｉｓｔ）を端末に提供することができる。禁
止リストに含まれているセルに対し、端末は、セル再選択を実行しない。
【００７３】
　以下、セル再選択評価過程で実行するランキングについて説明する。
【００７４】
　セルの優先順位を定める時に使われるランキング基準は、式１のように定義される。
【００７５】
　　（式１）
　Ｒｓ＝Ｑｍｅａｓ，ｓ＋Ｑｈｙｓｔ，　Ｒｎ＝Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ
【００７６】
　式１において、Ｒｓはサービス提供セルのランキング基準であり、Ｒｎは隣接セルのラ
ンキング基準であり、Ｑｍｅａｓ,ｓは端末がサービス提供セルについて測定した品質値
であり、Ｑｍｅａｓ,ｎは端末が隣接セルについて測定した品質値であり、Ｑｈｙｓｔは
ランキングのためのヒステリシス値であり、Ｑｏｆｆｓｅｔは二つのセル間のオフセット
である。
【００７７】
　周波数内セル再選択で、端末がサービス提供セルと隣接セルとの間のオフセット（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔｓ,ｎ）を受信した場合にはＱｆｆｏｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ,ｎであり、端
末がＱｏｆｆｓｅｔｓ,ｎを受信しない場合にはＱｏｆｆｓｅｔ＝０である。
【００７８】
　周波数間セル再選択で、端末が該当セルに関するオフセット（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ,ｎ）
を受信した場合にはＱｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｏｆｆｓｅｔｓ,ｎ＋Ｑｆｒｅｑｕｅｎｃｙであ
り、端末がＱｏｆｆｓｅｔｓ,ｎを受信しない場合にはＱｏｆｆｓｅｔ＝Ｑｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙである。
【００７９】
　サービス提供セルのランキング基準（Ｒｓ）と隣接セルのランキング基準（Ｒｎ）とが
互いに類似する場合、サービス提供セル及び隣接セルのランキング順位が頻繁に変化する
ことがある。したがって、サービス提供セル及び隣接セルはランキング順位が頻繁に変化
する間、交互に再選択することができる。端末が二つのセルを交互に再選択することを防
止するため、Ｑｈｙｓｔは、セル再選択におけるヒステリシスを与えるために用いられる
。
【００８０】
　端末は、式によってサービス提供セルのＲｓ及び隣接セルのＲｎを測定し、ランキング
基準値が最も大きい値を有するセルをｂｅｓｔ ｒａｎｋｅｄセルと見なし、このセルを
再選択する。
【００８１】
　基準によると、セルの品質がセル再選択で最も主要な基準として作用することを確認す
ることができる。再選択したセルが適正セル（ｓｕｉｔａｂｌｅ ｃｅｌｌ）でない場合
、端末は、該当周波数又は該当セルをセル再選択対象から除外する。
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【００８２】
　図４は、端末の測定方法を示すフローチャートである。
【００８３】
　端末は、サービス提供セルより良い隣接セルがあるかを知って、そのような隣接セルが
存在するとき、該当セルに接続するために、隣接セルについて測定する。しかし、隣接セ
ルの常時的な測定は、端末の電力消耗を招くことがある。したがって、サービス提供セル
の品質が十分に良い場合、端末の電力使用を減らすために、隣接セルに関する測定を可能
の限り省略する。
【００８４】
　端末は、基地局からセル再選択情報を受信する（Ｓ４１０）。セル再選択情報は、２個
の閾値、Ｓｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈ及びＳｎｏｎ－ｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈを含むことが
できる。
【００８５】
　端末は、サービス提供セルを測定する（Ｓ４２０）。サービス提供セルの測定結果をＳ
ｓｅｒｖｅという。
【００８６】
　端末は、ＳｓｅｒｖｅとＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈとを比較する（Ｓ４３０）。Ｓｓｅ
ｒｖｅがＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈより小さい場合、端末は周波数内測定を実行する（Ｓ
４４０）。ＳｓｅｒｖｅがＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈより大きい場合、端末はサービス提
供セルと同一の周波数の隣接セルに関する測定を省略することができる。
【００８７】
　セル再選択情報がＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈを含まないとき、端末はサービス提供セル
と同一の周波数の隣接セルに関する測定を省略することができない。
【００８８】
　端末はＳｓｅｒｖｅとＳｎｏｎ－ｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈとを比較する（Ｓ４５０）。
ＳｓｅｒｖｅがＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈより大きい場合、端末は周波数間測定を実行す
る（Ｓ４６０）。すなわち、サービス提供セルの品質がＳｎｏｎ－ｉｎｔｒａｓｅａｒｃ
ｈより良い場合、端末はサービス提供セルと異なる周波数の隣接セルに関する測定を省略
することができる。
【００８９】
　セル再選択情報がＳｎｏｎ－ｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈを含まないとき、端末はサービス
提供セルと異なる周波数の隣接セルに関する測定を省略することができない。
【００９０】
　端末は、測定結果をログする（Ｓ４７０）。端末は、測定された結果についてセル再選
択評価を実行する（Ｓ４８０）。再選択基準が満たされると、端末は、セル再選択を実行
する（Ｓ４９０）。
【００９１】
　図５は、ＲＲＣ接続を確立する過程を示すフローチャートである。
【００９２】
　端末は、ＲＲＣ接続を要求するＲＲＣ接続要求メッセージをネットワークに送る（Ｓ５
１０）。ネットワークは、ＲＲＣ接続要求に対する応答としてＲＲＣ接続セットアップメ
ッセージを送る（Ｓ５２０）。ＲＣ接続セットアップメッセージを受信した後、端末はＲ
ＲＣ接続モードに進入する。
【００９３】
　端末は、ＲＲＣ接続確立の成功裏の完了を確認するために使われるＲＲＣ接続セットア
ップ完了メッセージをネットワークに送る（Ｓ５３０）。
【００９４】
　ＲＲＣ接続再確立もＲＲＣ接続確立と同様に実行される。ＲＲＣ接続再確立は、ＲＲＣ
接続を再確立することであり、ＳＲＢ１動作の再開始、セキュリティの再活性化、１次セ
ル（ＰＣｅｌｌ）の設定と関連する。端末は、ＲＲＣ接続再確立を要求するＲＲＣ接続再
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確立要求メッセージをネットワークに送る。ネットワークは、ＲＲＣ接続再確立要求に対
する応答としてＲＲＣ接続再確立メッセージを送る。端末は、ＲＲＣ接続再確立に対する
応答としてＲＲＣ接続再確立完了メッセージを送る。
【００９５】
　図６は、ＲＲＣ接続再設定過程を示すフローチャートである。ＲＲＣ接続再設定はＲＲ
Ｃ接続の修正に使われる。これはＲＢ確立／修正／解放、ハンドオーバ実行、測定セット
アップ／修正／解放するために使われる。
【００９６】
　ネットワークは、端末にＲＲＣ接続を修正するためのＲＲＣ接続再設定メッセージを送
る（Ｓ６１０）。端末は、ＲＲＣ接続再設定に対する応答として、ＲＲＣ接続再設定の成
功的な完了を確認するために使われるＲＲＣ接続再設定完了メッセージをネットワークに
送る（Ｓ６２０）。
【００９７】
　図７は、端末情報を報告する過程を示すフローチャートである。
【００９８】
　ネットワークは、端末に端末情報を取得するための端末情報要求メッセージを送る（Ｓ
７１０）。端末情報要求メッセージは、端末がランダムアクセス過程及び／又は無線リン
ク障害に関する情報を報告するかどうかを指示するフィールドを含む。端末情報要求メッ
セージは、端末がログされた測定を報告するかどうかを指示するフィールドを含む。
【００９９】
　端末は、端末情報要求により要求された情報を含む端末情報応答メッセージをネットワ
ークに送る（Ｓ７２０）。
【０１００】
　以下、走行試験最小化（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ ｏｆ Ｄｒｉｖｉｎｇ Ｔｅｓｔｓ
、ＭＤＴ）について説明する。
【０１０１】
　ＭＤＴは、カバレッジ最適化のために、事業者が自動車の代わりに端末を用いてテスト
することを意味する。カバレッジは、基地局の位置、周辺建物の配置及びユーザの利用環
境によって変わる。したがって、事業者は、周期的に走行試験をすることが必要であり、
多くの費用とリソースが所要される。ＭＤＴは、端末が測定を実行し、その結果を事業者
に報告するようにしてネットワーク最適化の実行に使われる。
【０１０２】
　ＭＤＴは、ログされた（ｌｏｇｇｅｄ）ＭＤＴと即時（Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ）ＭＤＴに
分けられる。ログされたＭＤＴによると、端末がＭＤＴ測定を実行した後、ログされた測
定を特定時点でネットワークに伝達する。即時ＭＤＴによると、端末は、ＭＤＴ測定を実
行した後、報告条件が満たされたとき、測定をネットワークに伝達する。ログされたＭＤ
Ｔは、ＲＲＣアイドルモードでＭＤＴ測定を実行するが、即時ＭＤＴは、ＲＲＣ接続モー
ドでＭＤＴ測定を実行する。
【０１０３】
　図８は、ＭＤＴを実行する過程を示す。
【０１０４】
　ＭＤＴは、ＭＤＴ設定（８１０）、ＭＤＴ測定（８２０）、ＭＤＴ報告（８３０）の順
に実行される。
【０１０５】
　ＭＤＴ設定は、ＲＲＣメッセージであるログされた測定設定メッセージを介してネット
ワークから端末に送信することができる。端末は、ＲＲＣ接続モードでＭＤＴ設定を受信
することができる。端末がＲＲＣアイドルモードに遷移された後も、ＭＤＴ設定は維持さ
れ、ＭＤＴ測定結果も維持される。
【０１０６】
　ＭＤＴ設定は、ログ間隔（ｌｏｇｇｉｎｇ ｉｎｔｅｒｖａｌ）、基準時間（ｒｅｆｅ
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ｒｅｎｃｅ ｔｉｍｅ）、及びエリア設定（ａｒｅａ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）のう
ち少なくともいずれか一つを含むことができる。ログ間隔は、測定結果を記憶するための
周期を意味する。基準時間は、端末がログされた測定を送るときに基準時間を知らせるた
めに使われる。エリア設定は、端末がログを実行するように要求されるエリアを意味する
。
【０１０７】
　端末は、ＭＤＴ設定に基づいてＭＤＴ測定を実行する。例えば、ＭＤＴ測定は、ログ間
隔毎に実行される。
【０１０８】
　測定値は、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）、受信信号
符号電力（ＲＳＣＰ）、Ｅｃ／Ｎｏなどのように当業者によく知られた値である。
【０１０９】
　端末は、ＲＲＣ接続モードでログされた測定をネットワークに送る。ログされたＭＤＴ
において、端末はＲＲＣアイドルモードで測定をログする。また、ＲＲＣ接続モードに進
入することによって、端末はネットワークにログされた測定を送る。
【０１１０】
　ログされた測定は、可用なサービス提供セルの測定結果、可用な隣接セルの測定結果、
時間情報、及び位置情報のうち少なくともいずれか一つを含むことができる。
【０１１１】
　ＭＤＴ報告のために、端末は、図７の情報報告過程を使うことができる。ネットワーク
は、端末にログされた測定の報告を指示するフィールドを有する情報要求を送る。端末は
、ネットワークにログされた測定を有する情報応答を送る。
【０１１２】
　従来技術によると、基地局が端末にログされた測定の報告を要求すると、端末は一つの
報告メッセージを送信する。一般的に、一回に送ることができるメッセージの最大サイズ
は決められている。例えば、ＰＤＣＰ ＳＤＵの最大サイズは８１８８バイトである。し
たがって、ログされた測定のサイズが一つのメッセージサイズを超過する場合、端末は残
っているログされた測定を必ず廃棄しなければならない。
【０１１３】
　提案された発明によると、端末は、ログされた測定を複数個の報告メッセージを介して
分割して送信することができる。
【０１１４】
　提案された発明によると、報告メッセージは、追加的なログ報告が必要かどうかに関す
る情報を含むことができる。情報は、追加的なログ報告が必要かどうかを指示することが
できる。又は、情報は、現在ログ報告以後にそれ以上端末内のログが残っていないという
ことを指示することができる。
【０１１５】
　一実施例において、報告メッセージは、ログされた測定のサイズに関する情報を含むこ
とができる。
【０１１６】
　一実施例において、ネットワークは、端末のログされた測定の報告と関連した制御情報
を端末に送信することができる。制御情報は、報告メッセージに含まれるログされた測定
のサイズを設定する設定情報を含むことができる。
【０１１７】
　端末が設定情報を受信しないと、端末任意に報告メッセージに含まれるログされた測定
のサイズを決定することができる。端末は、報告メッセージのサイズが制御信号通知メッ
セージの最大サイズ（例えば、ＰＤＣＰ ＳＤＵサイズの最大値）以下となるようにする
ことができる。制御信号通知メッセージは、ＲＲＣメッセージ又はこれに準するメッセー
ジである。
【０１１８】
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　図９は、本発明の一実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャート
である。
【０１１９】
　端末は、ネットワークからＭＤＴ設定を受信する（Ｓ９１０）。端末は、サービス提供
セルとＲＲＣ接続が確立されているＲＲＣ接続モードである。ＭＤＴ設定は、ログ間隔、
基準時間、エリア設定のうち少なくともいずれか一つを含むことができる。
【０１２０】
　ＭＤＴ設定を受信することによって、端末は、有効性タイマを開始する(Ｓ９２０)。有
効性タイマは、ＭＤＴ設定の寿命を示す。有効性タイマの値は、ＭＤＴ設定に含むことが
できる。この値をログ区間（ｌｏｇｇｉｎｇ ｄｕｒａｔｉｏｎ）という。端末がＭＤＴ
設定を受信すると、端末は、有効性タイマの値をログ区間に設定し、有効性タイマを開始
する。
【０１２１】
　端末は、ＲＲＣアイドルモードに遷移し、有効性タイマが動作中にＭＤＴ設定に基づい
て測定をログする（Ｓ９３０）。
【０１２２】
　ログされた測定は、一つ又はそれ以上のログされたエントリを含むことができる。ログ
されたエントリは、特定時間にログされた測定結果を含む。例えば、端末は、ログ間隔に
測定を実行し、基準時間に対して相対的に測定時間及び測定結果を一つのログされたエン
トリとして記憶することができる。
【０１２３】
　有効性タイマが満了されると、端末はＭＤＴ設定を廃棄し、保存タイマが開始される（
Ｓ９４０）。端末は、ＭＤＴ設定を除去し、ＭＤＴ測定を中断する。しかし、ログされた
測定は維持される。保存タイマは、ログされた測定の寿命を示す。
【０１２４】
　ここでは、有効性タイマがＲＲＣアイドルモードで満了することを示しているが、有効
性タイマが満了する時点は、設定されたタイマ値によって変えることができる。
【０１２５】
　保存タイマが満了すると、ログされた測定が自律的に廃棄される。保存タイマの値は固
定することができる。例えば、保存タイマの値は４８時間である。又は、保存タイマの値
は、ＭＤＴ設定に含まれ、基地局が端末に知らせることができる。
【０１２６】
　端末は、基地局とＲＲＣ接続を確立／再確立／再設定してＲＲＣ接続モードに進入する
（Ｓ９５０）。
【０１２７】
　端末がＲＲＣアイドルモードからＲＲＣ接続モードに遷移することによって、ログ指示
子をネットワークに送る（Ｓ９５５）。ログ指示子は、ログされた測定の可用性を指示す
る１ビット指示子である。端末は、アイドルモードでＭＤＴ測定を実行し、接続モードに
進入し、ログされた測定があるかどうかをネットワークに知らせる。
【０１２８】
　端末は、ＲＲＣ接続が確立され、又はＲＲＣ接続が再確立され、又はＲＲＣ接続が再設
定されるとき、ログ指示子をネットワークに送ることができる。例えば、図５のＲＲＣ接
続過程が実行されるとき、ログ指示子は、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージに含め
ることができる。図６のＲＲＣ接続再設定過程が実行されるとき、ログ指示子は、ＲＲＣ
接続再設定完了メッセージに含めることができる。
【０１２９】
　ログ指示子に基づいてログされた測定があることを知ったネットワークは、ログされた
測定の報告を要求する情報要求を端末に送る（Ｓ９６０）。
【０１３０】
　端末は、ログされた測定を含む情報応答をネットワークに送る（Ｓ９７０）。情報応答
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は、ログされた測定内に、最初にログされたエントリから始めて昇順に含まれる複数のロ
グされたエントリを含む。
【０１３１】
　もし、ログされた測定が空（ｅｍｐｔｙ）でない場合、情報応答は、ログされた測定が
残っていることを指示する可用指示子を含む。ログされた測定内に一つ又はそれ以上のロ
グされたエントリが残っている場合、情報応答は、ログされた測定が残っていることを指
示する可用指示子を含むことができる。ログされた測定内に一つ又はそれ以上のログされ
たエントリが残っている場合、情報応答は、追加のログされた測定が残っていることを指
示する可用指示子を含むことができる。
【０１３２】
　ログされた測定内に残っているログされたエントリがない場合、可用指示子は情報応答
に含まれない。又は、ログされた測定内に残っているログされたエントリがない場合、可
用指示子は残っているログされたエントリが無いことを指示することができる。
【０１３３】
　情報応答の送信に成功すると、端末は情報応答に含まれているログされたエントリを廃
棄することができる。
【０１３４】
　ネットワークは、追加的なログ報告が必要であるということを示す可用指示子を含む報
告メッセージを受信すると、端末にログ報告を要求する情報要求を送る（Ｓ９８０）。
【０１３５】
　端末は、残っているログされた測定を含む情報応答をネットワークに送る（Ｓ９９０）
。情報応答に可用指示子が含まれていない場合、ネットワークはこれ以上残っているログ
された測定が無いことを知ることができる。又は、情報応答は、残っているログされたエ
ントリが無いことを指示する指示子を含むことができる。
【０１３６】
　図１０は、本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャ
ートである。図９のステップＳ９１０からＳ９５５は前もって実行されると仮定する。
【０１３７】
　基地局は、報告サイズに関する情報を含む情報要求を端末に送る（Ｓ１０６０）。報告
サイズは、情報応答に含まれるログされた測定のサイズを意味する。
【０１３８】
　端末は、報告サイズに対応するサイズのログされた測定を含む情報応答を基地局に報告
する（Ｓ１０７０）。残っているログされた測定がある場合、情報応答は可用指示子を含
むことができる。
【０１３９】
　基地局は、新たな報告サイズに関する情報を含む情報要求を端末に送る（Ｓ１０８０）
。
【０１４０】
　端末は、残っているログされた測定を含む情報応答を基地局に報告する（Ｓ１０９０）
。
【０１４１】
　ここでは、１回の追加的な情報要求及び情報応答の交換にすべてのログされた測定が報
告されることを例示しているが、すべてのログされた測定を報告するために交換される情
報要求及び情報応答の回数に制限があるものではない。
【０１４２】
　報告サイズは、最初の情報要求に含まれ、以後情報要求には含まれない。このとき、追
加の情報応答に含まれるログされた測定のサイズは、最初の情報要求に含まれる報告サイ
ズによって決めることができる。
【０１４３】
　報告サイズは、ＭＤＴ設定に含めることができる。
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【０１４４】
　図１１は、本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャ
ートである。図９のステップＳ９１０からＳ９５５は前もって実行されると仮定する。
【０１４５】
　端末は、ログされた測定の全体サイズに関するサイズ情報を基地局に送る（Ｓ１１５５
）。サイズ情報は、ログ指示子と共に、又は別に送信することができる。
【０１４６】
　基地局は、端末から受信した情報応答メッセージに含まれているログされた測定のサイ
ズが、サイズ情報により指示されたサイズと同一になるまで、端末にログされた測定の送
信を要求する。
【０１４７】
　基地局は、情報要求を端末に送り（Ｓ１１６０）、端末は、ログされた測定を含む情報
応答を基地局に報告する（Ｓ１１７０）。
【０１４８】
　情報応答内に含まれているログされた測定のサイズがサイズ情報によって指示されたサ
イズより小さい場合、基地局は情報要求を端末に送る（Ｓ１１８０）、端末は、残ってい
るログされた測定を含む情報応答を基地局に報告する（Ｓ１１９０）。
【０１４９】
　一方、図９乃至図１１の実施例において、端末は、残っているログされた測定を報告す
るために別の情報要求を受信しない。すなわち、最初の情報要求を受信した後、端末は、
すべてのログされた測定を送信するために、複数の情報応答を送信することができる。
【０１５０】
　図１２は、本発明の他の実施例に係るログされた測定を報告する方法を示すフローチャ
ートである。図９のステップＳ９１０からＳ９５５は前もって実行されると仮定する。
【０１５１】
　端末は、ログされた測定の全体サイズに関するサイズ情報を基地局に送る（Ｓ１２５５
）。サイズ情報は、ログ指示子と共に、又は別に送信することができる。
【０１５２】
　基地局は、情報要求を端末に送る（Ｓ１２６０）。
【０１５３】
　端末は、ログされた測定を含む情報応答を基地局に報告する（Ｓ１２７０）。情報応答
内に含まれているログされた測定のサイズが、サイズ情報により指示されたサイズより小
さい場合、端末は、残っているログされた測定を含む情報応答を基地局に報告する（Ｓ１
２８０）。
【０１５４】
　上記の実施例においては、ログされた測定がＲＲＣアイドルモードで収集されることを
例示しているが、ＲＲＣ接続モードでログされた測定が収集されることがある。
【０１５５】
　図１３は、本発明の実施例が具現される無線装置を示すブロック図である。この装置は
、前述した図９乃至図１２の実施例で記述された端末の動作を具現することができる。
【０１５６】
　装置５０は、プロセッサ５１、メモリ５２、及びＲＦ部５３を含む。プロセッサ５１は
、提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。プロセッサ５１は、ＲＲＣ接続モー
ドとＲＲＣアイドルモードとの間を遷移し、ＭＤＴ設定に基づいてログされたＭＤＴを測
定する。
【０１５７】
　メモリ５２は、プロセッサ５１と接続され、ＭＤＴ設定及びログされた測定を記憶する
。図９乃至図１２の実施例は、プロセッサ５１及びメモリ５２によって具現されることが
できる。
【０１５８】
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　ＲＦ部５３は、プロセッサ５１と接続され、無線信号を送信及び／又は受信する。
【０１５９】
　プロセッサは、特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、他のチップセット、論理回路及び／又
はデータ処理装置を含むことができる。メモリは、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、
メモリカード、記憶媒体及び／又は他の記憶装置を含むことができる。ＲＦ部は、無線信
号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現
されるとき、前述した技法は前述した機能を遂行するモジュール（過程、機能など）で具
現してもよい。モジュールは、メモリに記憶され、プロセッサによって実行してもよい。
メモリは、プロセッサの内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサ
と接続してもよい。
【０１６０】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は一連のステップ又はブロックで順序図に基
づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるス
テップは前述と異なるステップ、及び異なる順序に又は同時に発生することができる。ま
た、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、又
は順序図の一つ又はそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができるであろう。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１２】

【図１３】
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